
参　加　者

　  利用者　　　　　　　　　　　　              3名

　  利用者家族　　　　　　　　　　       　   1名

　  地域住民代表者　(民生委員）　       0 名

　  市職員　　　　　　　　　　                   １名

　  地域包括支援センター　　　　　         1名

　  事業所　　　　　　　　　　　　        　     2名

　年齢平均 88.7歳　　

要介護

1

要介護

1

要介護

3

5月

要介護

2

要介護

1

要支援

2

・訪問理美容　　4月15日

4月

・職員会議　　    4月11日

ほっと就業規則・法令遵守・職員倫理規定・職務権限規程を確認、

時間のある時再度目を通して確認し認め印を押すようお願いした。

・しなのクリニック往診　4月22日

・訪問看護ステーションまい　4月3日、10日、17日、24日　

・訪問むぎ歯科　4月11日、25日

　事業所名　　グループホーム　ほっと　　　

　① 利用者様状況報告

　② 4月･5月の行事報告

　③ 身体拘束廃止適正化委員会

　④ 質疑応答

　⑤ 次回開催日

運 営 推 進 会 議 開 催 報 告 書

    　開催日時予定日　　令和　6　年　5　月　24　日　（　金　）　　　14時～  

議　題

会　議　録

① 利用者様状況報告

要介護

1

全員女性・現在８名が入居しております。（1部屋の空きがあります。）

98歳

要介護

５

93歳 88歳 87歳89歳90歳

◇事業所の特色

ほっとの理念 【普通の家で生活し楽しい人生を送る】

運営方針 『ゆっくり一緒に楽しく』と家庭の雰囲気を大切にし､健康でいて

70歳77歳

② 主な行事報告

➢　天気の良い日にはなるべく散歩に出かけるようにしています。

和やかに笑いのある楽しい毎日を送れるように､そっと見守ります。

・しなのクリニック往診　5月20日



取り入れていきたい。

⑤　➢　次回運営推進会議開催日　　R6年 　７月  2６日（金）　2：00～

カーネーション等持ってきて下さっていました。

施設からは手作りカーネーションの造花3本一組をラッピングして

お一人お一人に手渡しいたしました。

母の日なのでｐｍから皆さんでお菓子レクを行いました。

皆さん自分のお菓子は自分でデコレーションをして楽しまれていました。

ご家族様が紫陽花の花、ダイアンサスピンクキッスの花

・訪問看護ステーションまい　5月1日、8日、15日、22日　

・訪問むぎ歯科　5月1日、15日

・しょうぶ湯　　5月4日

・端午の節句　　5月5日

・職員会議　　    5月9日

職員研修として､権利擁護（アドボカシー）に関する制度の理解と活用について

職員皆で学びました。

（以前の入居者様の中に成年後見人制度を利用していた方が居りました。)

・母の日　　    　5月12日

身体拘束を行う際には､利用者の意思や危険を理解し尊重する事が大事。

④

試食時も笑い声、美味しいの声が聞こえ、試食後のおしゃべり、歌も

職員が特に介入せずも利用者さん同士が和やかに行っていました。

・散歩後コーヒー店へ　　5月13日

・運営推進会議　　　　　5月24日

質疑応答（ご意見・要望・提案・助言等）

③ 身体拘束適正化委員会

（現在身体拘束を行っている人はいません。）

※身体拘束と虐待の違いについて

☞ 身体拘束・・・定義・具体的な行為・注意点等学ぶ。

出席して印象に残っているレクはあるか聞いてみた。

貴重なご意見をお聞きしましたので､施設で出来る事を前向きに捉え参考にしながら

・事故報告

・ヒヤリハット

☞ 虐待　　・・・定義・注意点を学ぶ。

虐待の行為の分類・通報義務・施設事業所の取り組み。

高齢者虐待と定義されている５種類（5つの分類）を学ぶ。

他のグループではどのようなレクを行っているか？

マグロの解体ショー・そば打ち・ウナギを捌いて炭火で焼く・畑で作物を作る等

今回はありませんでした


